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問１ 

 不動産所得に関する以下の設問Ａ、Ｂについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでくだ

さい。 

 

（問題１） 
 

（設問Ａ）生駒さんがビルを新築し賃貸を開始した翌年の２０２６年におけるビル賃貸業の予想収支等が

以下のとおりである場合、２０２６年のビル賃貸業に係る税引後のキャッシュフローの金額

として、正しいものはどれか。なお、所得税および住民税の金額は、所得控除を考慮せずに

不動産所得の金額の３０％として計算し、実際の納税の時期にかかわらず、２０２６年の支

出に含めて計算するものとする。 

 

・ 家賃収入金額 ３,５００万円 

・ 固定資産税 ６３０万円 

・ 減価償却費 ９５０万円 

・ 借入金に係る元金返済額 １,３００万円 

・ 借入金に係る利子支払額 ２５０万円 

・ ２０２６年分として支払うその他必要経費の金額 ２０５万円 

・ 青色申告特別控除額 ６５万円 

※未収、未払等の経過勘定項目は発生していないものとする。 

 

１．  ６３０万円 

２．  ６９５万円 

３．１,０８５万円 

４．１,１１５万円 

 

（問題２） 
 

（設問Ｂ）生駒さんは、不動産賃貸に関する必要経費について調べてみた。不動産所得の金額の計算上、

必要経費の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．適切な管理をしている空室について賃借人を募集中の場合、空室となっている期間のその空

室部分に係る減価償却費は、必要経費に算入することができない。 

２．貸付けの用に供している建物に係る地震保険料は、地震保険料控除の適用対象となるため、

必要経費に算入することができない。 

３．貸室を改装するために賃借人に支払った立退き料は、必要経費に算入することができない。 

４．賃貸用不動産の所有者が、その一部を無償で親族に貸し付けている場合、その無償で貸し付

けている部分に係る固定資産税は、必要経費に算入することができない。 
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問２ 

 個人事業に関する以下の設問Ａ、Ｂについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

（問題３） 
 

（設問Ａ）数年前から個人で医業を営んでいる浅尾さんは、青色申告の承認を受けて確定申告をしてい

る。浅尾さんの２０２５年分の診療収入等が以下のとおりである場合、浅尾さんの２０２５

年分の所得税の確定申告における事業所得の金額として、正しいものはどれか。なお、浅尾

さんが適用を受ける青色申告特別控除の金額は６５万円とし、２０２５年分の事業所得の金

額が最も少なくなるように計算すること。 

 

［診療収入］ 

・ 社会保険診療収入 １４,０００,０００円 

・ 自由診療収入    ３,５００,０００円 

 

［必要経費］ 

・ 医薬品等原価 ２,５００,０００円 

・ 減価償却費  ３,５００,０００円 

・ その他経費  ５,０００,０００円 

※必要経費はいずれも社会保険診療収入および自由診療収入に共通して要するものであり、下記

診療実日数の比率に応じて按分するものとする。 

 

［診療実日数］ 

・ 社会保険診療収入に係る診療実日数 １,８００日 

・ 自由診療収入に係る診療実日数     ２００日 

 

［租税特別措置法第２６条の規定による必要経費の額］ 

社会保険診療報酬の額（Ａ） 必要経費の額 

２５,０００,０００円以下 （Ａ）×７２％ 

２５,０００,０００円超 ３０,０００,０００円以下 （Ａ）×７０％＋  ５００,０００円 

３０,０００,０００円超 ４０,０００,０００円以下 （Ａ）×６２％＋２,９００,０００円 

４０,０００,０００円超 ５０,０００,０００円以下 （Ａ）×５７％＋４,９００,０００円 
 

 

１．６,７７０,０００円 

２．５,８５０,０００円 

３．５,６７０,０００円 

４．４,２５０,０００円 
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（問題４） 
 

（設問Ｂ）村瀬さんは、２０２５年７月に以下の中古資産を購入し、直ちに事業の用に供している。村

瀬さんの２０２５年分の所得税における事業所得の計算上、それぞれの資産において適用す

る耐用年数の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、それぞれの減価償却資産は、

少額減価償却資産には該当しない資産であり、残存使用可能期間を見積もることが困難で、

減価償却資産の耐用年数等に関する省令において定められた簡便な計算方法による耐用年数

とする。 

 

減価償却資産 法定耐用年数 経過年数 

マンション ４７年 １９年 

営業用車両  ６年  ６年 

 

１．マンション ２８年  営業用車両 １年 

２．マンション ２８年  営業用車両 ２年 

３．マンション ３１年  営業用車両 ２年 

４．マンション ３２年  営業用車両 １年 
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問３ 

 各種の所得金額に関する以下の設問Ａ～Ｃについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでく

ださい。 

 

（問題５） 
 

（設問Ａ）五十嵐さんは、父の死亡により２０２５年中に以下の死亡保険金を受け取った。この場合に

おける五十嵐さんの２０２５年分の所得税の計算上、総所得金額に算入すべき一時所得の金

額として、正しいものはどれか。なお、このほかに一時所得に該当する所得はないものとする。 

 

 ＲＭ保険 ＲＰ保険 

保険種類 終身保険 終身保険 

被保険者 五十嵐さんの父 五十嵐さんの父 

保険契約者（保険料負担者） 五十嵐さん 五十嵐さん 

死亡保険金受取人 五十嵐さん 五十嵐さん 

支払保険料の総額 １,３００万円   ９７０万円 

死亡保険金 １,５００万円 １,０００万円 

保険料の払込方法 月払い 一時払い 

保険金の受取方法 一時金 一時金 

契約日から死亡保険金受取りまでの期間 ２２年 ４年 

・ 支払保険料の総額は、収入を得るために支出した金額とされる保険料の総額である。 

 

１． ７５万円 

２． ９０万円 

３．１１５万円 

４．２３０万円 
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（問題６） 
 

（設問Ｂ）近藤さんは、２０２５年中に保険金等を以下のとおり一時金で受け取っている。この場合に

おける近藤さんの２０２５年分の所得税の計算上、総所得金額に算入すべき金額として、正

しいものはどれか。 

 

 ＲＪ生命保険 ＲＷ生命保険 ＲＺ生命保険 

契約年月 １９９８年７月 ２００１年４月 ２００２年１０月 

保険金等の内容 
入院給付金 

手術給付金 
死亡保険金 解約返戻金 

保険金等の収入金額 ６０万円 １,０００万円 ３７０万円 

支払保険料の総額 ３０万円   ８２０万円 ２４０万円 

保険契約者（保険料負担者） 近藤さん 近藤さんの父 近藤さん 

被保険者 近藤さん 近藤さんの父 近藤さん 

保険料の払込方法 月払い 月払い 一時払い 

・ 支払保険料の総額は、収入を得るために支出した金額とされる保険料の総額である。 

・ 入院給付金と手術給付金は、２０２５年８月に近藤さんがケガで入院した際、受け取ったもので

ある。 

 

１． ４０万円 

２． ５５万円 

３．１３０万円 

４．１４５万円 

 

（問題７） 
 

（設問Ｃ）米田さんは、住宅ローンの繰上げ返済を行うために、以下の資産の譲渡を検討している。こ

れらの資産を２０２５年１２月に譲渡した場合、米田さんの２０２５年分の所得税の計算上、

総所得金額に算入すべき金額として、正しいものはどれか。 

 

資産名 取得年月 取得費 譲渡価額 譲渡費用 

ゴルフ会員権 ２０１８年３月 １８０万円 ２００万円 ６万円 

骨董品 ２０２１年５月 ２５４万円 ３２０万円 ０円 

 

１．２３万円 

２．２６万円 

３．３０万円 

４．３６万円 
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問４ 

 個人のリタイア後に生じる所得に係る税金に関する以下の設問Ａ～Ｆについて、それぞれの答えを１

～４の中から１つ選んでください。 

 

＜公的年金等控除額の速算表＞ 

納税者区分 公的年金等の収入金額（Ａ） 

公的年金等控除額 

公的年金等に係る雑所得以外の所得

に係る合計所得金額 

１,０００万円 以下 

６５歳未満の者 

 １３０万円 以下 ６０万円 

１３０万円 超 ４１０万円 以下 （Ａ）×２５％＋ ２７.５万円 

４１０万円 超 ７７０万円 以下 （Ａ）×１５％＋ ６８.５万円 

７７０万円 超 １,０００万円 以下 （Ａ）× ５％＋１４５.５万円 

１,０００万円 超  １９５.５万円 

６５歳以上の者 

 ３３０万円 以下 １１０万円 

３３０万円 超 ４１０万円 以下 （Ａ）×２５％＋ ２７.５万円 

４１０万円 超 ７７０万円 以下 （Ａ）×１５％＋ ６８.５万円 

７７０万円 超 １,０００万円 以下 （Ａ）× ５％＋１４５.５万円 

１,０００万円 超  １９５.５万円 

 

＜所得税の速算表＞ 

課税される所得金額 税率 控除額 

１,０００円 から １,９４９,０００円 まで  ５％ ０円 

１,９５０,０００円 から ３,２９９,０００円 まで １０％ ９７,５００円 

３,３００,０００円 から ６,９４９,０００円 まで ２０％ ４２７,５００円 

６,９５０,０００円 から ８,９９９,０００円 まで ２３％ ６３６,０００円 

９,０００,０００円 から １７,９９９,０００円 まで ３３％ １,５３６,０００円 

１８,０００,０００円 から ３９,９９９,０００円 まで ４０％ ２,７９６,０００円 

４０,０００,０００円 以上 ４５％ ４,７９６,０００円 

（注）課税される所得金額の１,０００円未満の端数は切捨て 

 

＜住民税の速算表＞ 

課税所得金額 
道府県民税 市町村民税 

税率 税率 

一律 ４％ ６％ 
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（問題８） 
 

（設問Ａ）会社員の細川さんは、定年が近くなり、退職一時金について試算することにした。以下のと

おり退職一時金が支給された場合、細川さんが受け取る退職一時金の税引後の手取り金額

（所得税および住民税を控除した後の金額）として、正しいものはどれか。なお、所得控除

を考慮せずに所得税および住民税の金額を計算し、住民税の均等割については考慮しないも

のとする。 

 

退職一時金の受取年月日（退職日） ２０２５年１１月３０日 

退職一時金の支給額 １,９５０万円 

勤続年数 
３０年７ヵ月（職務上のケガによる休職期間

１０ヵ月が含まれている） 

・ 障害者になったことを基因とする退職ではないものとする。 

・ ｢退職所得の受給に関する申告書」は適正に提出されているものとする。 

・ 過去に退職金の支給を受けたことはなく、特定役員退職手当等に該当するものは含まれていない。 

 

１．１８,７８７,５００円 

２．１９,０７７,５００円 

３．１９,１４７,５００円 

４．１９,２１５,０００円 

 

（問題９） 
 

（設問Ｂ）妹尾さんは、老後のことを考えて貯蓄性のある生命保険に加入している。妹尾さんが６８歳

になる２０２５年中に受け取る保険金等が以下のとおりである場合、妹尾さんの２０２５年

分の所得税の計算上、総所得金額として、正しいものはどれか。なお、妹尾さんの２０２５

年中の所得は以下の保険金等の受取りのみである。 

 

種類 内容 金額 備考 

ＳＡ生命保険 

からの受取額 

養老保険の満期保険金 

（保険期間１５年） 
２１０万円 既払込保険料は１３０万円である。 

個人年金の受取額（年額） ３０万円 
必要経費は１５万円である。保険料はす

べて妹尾さんが負担している。 

公的年金の 

収入金額 

老齢基礎年金および 

老齢厚生年金 
２０５万円 － 

 

１．１２５万円 

２．１４０万円 

３．１５０万円 

４．２３５万円 
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（問題１０） 
 

（設問Ｃ）６９歳になる布施さんは、２０年前に父から相続（限定承認ではない）した絵画を、

２０２５年中に売却する予定である。布施さんの２０２５年における収入等が以下のとおり

である場合、布施さんの２０２５年分の所得税の金額として、正しいものはどれか。なお、

譲渡費用は考慮しないものとする。 

 

 金額 備考 

個人年金保険の受取年金（年額） ３５万円 必要経費は２５万円である。 

遺族厚生年金 ６０万円 － 

老齢基礎年金 ７０万円 － 

絵画の譲渡収入 ３００万円 
父が購入した取得価額は５０万円であるが、取得

日は不明である。 

所得控除額 ８０万円 － 

 

１．１５,０００円 

２．２５,０００円 

３．５５,０００円 

４．６５,０００円 

 

（問題１１） 
 

（設問Ｄ）取締役の山岸さんは、２２年２ヵ月勤務した会社を２０２５年６月に退職し、退職一時金

１,０００万円を受け取るとともに、中小企業基盤整備機構から７５０万円の退職一時金の

支給を受けた（小規模企業共済の加入期間は１８年で勤務先における勤続期間に含まれてい

る）。山岸さんの２０２５年分の所得税の計算上、これらの退職金に係る退職所得の金額と

して、正しいものはどれか。なお、「退職所得の受給に関する申告書」を適正に提出してお

り、障害者になったことを基因とする退職ではない。また、過去に退職金の支給を受けたこ

とはなく、特定役員退職手当等に該当するものは含まれていない。 

 

１．３７０万円 

２．４４０万円 

３．５１５万円 

４．７４０万円 
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（問題１２） 
 

（設問Ｅ）小原さんは２０２５年１１月に個人で雑貨の販売店を開業する予定である。小原さんが開始

する事業に係る各種届出に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．給与の支払人員が常時１０人未満となる事業者が対象の源泉所得税の納期に係る特例は、

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を２０２５年１１月に提出した場合、同

月に支払いが行われた給与等の源泉徴収分から適用される。 

２．事業を開始した日から２ヵ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出すれば、２０２５

年分より青色申告書を提出することができる。 

３．２０２５年中に「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、２０２５年分の消費税から

課税事業者となることができる。 

４．２０２５年１月１日から消費税の適格請求書発行事業者の登録を受けようとする旨を記載し

た「適格請求書発行事業者の登録申請書」を２０２５年中に提出した場合、２０２５年１月

１日に適格請求書発行事業者の登録を受けたものとみなされる。 

 

（問題１３） 
 

（設問Ｆ）千田さんは、個人で営んでいる雑貨の販売店の開業に際して、生計を一にする妻から事業資

金と店舗建物を借りているほか、生計を一にしていない長女にお店を手伝ってもらっている。

この場合において、次の記述のうち、千田さんの所得税の事業所得の必要経費に算入される

ものとして、最も適切なものはどれか。 

 

１．長女に対して支払う給与であって、労務の対価として相当と認められる給与 

２．妻から借りている事業資金に係る元金の返済額 

３．妻から借りている事業資金に係る適正な利率による利息 

４．妻から借りている店舗建物に係る賃借料 
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問５ 

 個人の株式等の譲渡等に関する以下の設問Ａ～Ｆについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選

んでください。 

 

（問題１４） 
 

（設問Ａ）浅見さんが２０２５年中に支払いを受けた配当等が以下のとおりであった場合、浅見さんの

２０２５年分の所得税の確定申告で総合課税を選択したときの配当所得の金額として、正し

いものはどれか。なお、確定申告不要を選択できるものについては、すべて申告不要を選択

するものとする。 

 

銘柄等 
配当等の金額 

（税引前） 

左記の 

計算期間 
備考 

株式会社ＴＦ 
 ５８,０００円  ６ヵ月 

・ 上場株式である。 
 ４９,０００円  ６ヵ月 

株式会社ＴＧ 
 ６６,０００円  ６ヵ月 

・ 非上場株式である。 
 ３３,０００円  ６ヵ月 

株式会社ＴＨ ２５０,０００円 １２ヵ月 ・ 非上場株式である。 

国内公募 

株式投資信託 
１７０,０００円 １２ヵ月 

・ 国内の上場株式を投資対象とする投資信託

である。 

・ ２０２４年中に信託を開始し、信託期間は

無期限である。 

・ 分配は年１回であり、左記の金額は普通分

配金に該当する。 

・ 株式はいずれも内国法人のものであり、浅見さんはいずれの株式においても大口株主等に該当しない。 

・ 配当等の金額から控除する負債の利子はない。 

・ 浅見さんは特定口座と少額投資非課税制度の口座（ＮＩＳＡ口座）は有しておらず、２０２５年中

に株式等の売買は行っていない。 

・ ２０２５年中において適用される上場株式等の譲渡損失の繰越控除の金額はない。 

 

１．２５０,０００円 

２．３１６,０００円 

３．３７４,０００円 

４．４８６,０００円 

 

  



 
2025年度第2回 タックスプランニング 

13 タックスプランニング ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会 無断複製転載禁止 

（問題１５） 
 

（設問Ｂ）天野さんの２０２５年分の所得等は以下のとおりである。所得税の配当所得についてすべて

総合課税により確定申告をした場合、天野さんの２０２５年分の所得税に係る配当控除の金

額として、正しいものはどれか。 

 

 金額 備考 

配当所得 １,７００,０００円 
内国法人の非上場株式から生じた剰余金の配当等で、

少額配当に該当するものはない。 

事業所得 １１,９００,０００円 青色申告特別控除後の金額である。 

譲渡所得 ▲３００,０００円 

２０２５年７月に売却したゴルフ会員権の譲渡損失で

ある。天野さん個人が会員であるゴルフ会員権であ

り、この譲渡は事業所得や雑所得には該当しない。 

所得控除額 ２,５００,０００円 － 

 

１． ８５,０００円 

２．１１５,０００円 

３．１３０,０００円 

４．１４０,０００円 
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（問題１６） 
 

（設問Ｃ）安藤さんの２０２１年から２０２５年までの上場株式に係る譲渡所得の金額および配当所得

の金額は以下のとおりである。上場株式の配当所得について各年分において申告分離課税に

より確定申告をした場合、安藤さんの２０２５年分の所得税の計算上、上場株式等に係る譲

渡損失の損益通算および繰越控除の規定により、上場株式に係る譲渡所得の金額から控除さ

れる損失の額として、正しいものはどれか。 

 

年分 
譲渡所得の金額 

配当所得の金額 
銘柄 譲渡所得の内訳 

２０２１年分 株式会社ＴＱ 

収入金額 ２３０万円 

取得費  ２９９万円 

譲渡費用   ２万円 

８万円 

２０２２年分 株式会社ＴＲ 

収入金額 ４３０万円 

取得費  ４１１万円 

譲渡費用   ４万円 

７万円 

２０２３年分 株式会社ＴＳ 

収入金額 ５７０万円 

取得費  ５８８万円 

譲渡費用   ５万円 

１１万円 

２０２４年分 取引なし １０万円 

２０２５年分 株式会社ＴＶ 

収入金額 ３６９万円 

取得費  ３０５万円 

譲渡費用   ３万円 

９万円 

・ 安藤さんは２０２１年分の所得税の確定申告以後、連続して上場株式等に係る譲渡損失の損益通算

および繰越控除の適用を受けており、２０２０年以前には株式等の取引を行っていないものとする。 

・ 上場株式はいずれも内国法人のものであり、安藤さんは、いずれの株式においても大口株主等に該

当しない。 

・ 少額投資非課税制度の口座（ＮＩＳＡ口座）の利用による譲渡所得、配当所得は含まれていない。 

・ 上記の表の金額は、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の適用を受ける前の金額

である。 

・ 上記の取引は、すべて証券会社を経由して行っている。 

 

１． ２万円 

２．１２万円 

３．２３万円 

４．４３万円 
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（問題１７） 
 

（設問Ｄ）馬場さんの２０２５年中の上場株式の取引内容は以下のとおりである。馬場さんの２０２５

年分の所得税の確定申告における譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。なお、解答

に当たっては、申告する譲渡所得の金額が最も少なくなるように計算すること。 

 

銘柄 取得日 譲渡日 譲渡価額 
左記に対応する

取得費等 
備考 

ＱＡ株式 
２０２４年 

２月１４日 

２０２５年 

４月２１日 
６１０万円 ５２０万円 （注１） 

ＱＢ株式 
２０２２年 

３月１５日 

２０２５年 

６月２６日 
４９０万円 ５３０万円 （注２） 

ＱＣ株式 
２０２５年 

１月２０日 

２０２５年 

８月１８日 
１３０万円 １２０万円 （注３） 

ＱＤ株式 
２０１８年 

７月３０日 

２０２５年 

９月１１日 
３１０万円 ２９０万円 （注４） 

・ 馬場さんはこれまでに上記以外の上場株式等の取引を行っていないものとする。 

（注１）馬場さんは、従前からＡ証券会社にＡ特定口座（源泉徴収選択口座以外に該当する）を開設し

ており、そのＡ特定口座でＱＡ株式の取引を行っている。なお、本年中にＡ特定口座で行われ

た取引はＱＡ株式の譲渡のみである。 

（注２）馬場さんは、従前からＢ証券会社にＢ特定口座（源泉徴収選択口座に該当する）を開設してお

り、そのＢ特定口座でＱＢ株式の取引を行っている。なお、本年中にＢ特定口座で行われた取

引はＱＢ株式の譲渡のみである。 

（注３）馬場さんは、２０２４年１月開始の新制度による少額投資非課税制度の口座（以下「ＮＩＳＡ

口座」という）をＣ証券会社に開設し、そのＮＩＳＡ口座でＱＣ株式の取引を行っている。な

お、本年中にＮＩＳＡ口座で行われた取引はＱＣ株式の取得と譲渡のみである。 

（注４）馬場さんは、従前からＤ証券会社にＤ一般口座（ＮＩＳＡ口座には該当しない）を開設してお

り、そのＤ一般口座でＱＤ株式の取引を行っている。なお、本年中にＤ一般口座で行われた取

引はＱＤ株式の譲渡のみである。 

 

１． ５０万円 

２． ７０万円 

３． ８０万円 

４．１１０万円 
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（問題１８） 
 

（設問Ｅ）藤原さんの２０２５年中の上場株式の取引内容は以下のとおりである。藤原さんの２０２５

年分の所得税の確定申告における譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。なお、解答

に当たっては、申告する譲渡所得の金額が最も少なくなるように計算すること。 

 

銘柄 取引日 区分 数量 単価 取得費 譲渡価額 譲渡費用 

ＱＥ株式 2025年10月 9日 譲渡  500株 3,800円 ＜資料＞ 1,900,000円 15,000円 

 

＜資料＞２０２５年中に譲渡したＱＥ株式の取引の状況は以下のとおりである。 

取引日 区分 数量 単価 収入金額 支払金額 

2021年 6月 8日 取得  900株 2,600円 － 2,340,000円 

2022年11月17日 取得  300株 3,000円 － 900,000円 

2024年 5月16日 譲渡 1,000株 4,000円 4,000,000円 － 

2025年 1月24日 取得 1,000株 3,300円 － 3,300,000円 

・ 単価および支払金額は手数料を含んだ金額である。 

・ 藤原さんは、証券会社の一般口座で取引を行っており、上記以外の株式の取引は行っていないもの

とする。 

 

１．２３５,０００円 

２．２５０,０００円 

３．２８５,０００円 

４．５３５,０００円 

 

（問題１９） 
 

（設問Ｆ）２０２４年１月から開始した新制度による少額投資非課税制度（以下「ＮＩＳＡ」という）

に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．ＮＩＳＡの口座開設可能期間は恒久化し、非課税で保有できる期間も無期限とされている。 

２．年間の投資上限額は、つみたて投資枠（特定累積投資勘定）が１２０万円、成長投資枠（特

定非課税管理勘定）が２４０万円で、同一年において併用が可能である。 

３．生涯の非課税保有限度額（総枠）は１,８００万円であり、うち成長投資枠（特定非課税管

理勘定）は１,２００万円である。 

４．生涯の非課税保有限度額（総枠）は、ＮＩＳＡの口座内で取得した商品を売却した場合、再

利用することができず、口座内の残高ではなく投資額の累積で管理される。 
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問６ 

 ストック・オプションに関する以下の設問Ａについて、答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

（問題２０） 
 

（設問Ａ）ＲＸ株式会社（設立後２０年以上の株式会社）に勤務する明石さんは、ＲＸ社から８年前に

以下の条件で付与されたストック・オプションについて、５年前にすべて権利行使をして

ＲＸ社の株式を取得し、２０２５年中に全株式を売却した。この場合において、明石さんの

２０２５年分の所得税の計算上、株式等に係る譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。

なお、税制適格要件はすべて満たしており、その適用を受ける旨の届出をしている。また、

２０２５年中に明石さんが譲渡した株式はこのほかになく、譲渡費用は考慮しないものとする。 

 

・ 明石さんへの付与株数         １,５００株 

・ 権利付与時のＲＸ社の株式の時価 １株 ３,０００円 

・ 権利行使価額          １株 ４,０００円 

・ 権利行使株数             １,５００株 

・ 権利行使時のＲＸ社の株式の時価 １株 ５,０００円 

・ 売却価額            １株 ７,０００円 

※このほかに明石さんが保有しているＲＸ社の株式はない。 

 

１．１５０万円 

２．３００万円 

３．４５０万円 

４．６００万円 
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問７ 

 居住用財産の譲渡に関する以下の設問Ａ～Ｃについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んで

ください。なお、森林環境税、住民税の均等割および調整控除については考慮しないものとします。 

 

（問題２１） 
 

（設問Ａ）川久保さんは、所有する居住用財産（土地および建物）を２０２５年８月に売却した。居住

用財産の売却に関する内容は以下のとおりである。川久保さんの居住用財産の譲渡による手

取り金額（譲渡価額から譲渡費用と譲渡所得に係る所得税および住民税の合計を控除した後

の金額）として、正しいものはどれか。なお、「居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円

の特別控除」および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例」の適用

要件はすべて満たしているものとする。また、所得税および住民税の金額は、所得控除を考

慮せず計算し、解答に当たっては、納付税額が最も少なくなる方法を選択するものとする。 

 

＜川久保さんの居住用財産の売却に係る内容＞ 

取得年月 １９８５年９月 取得価額 

土地 ２６,０００,０００円 

建物（鉄筋コンクリート造）

（注１） 
４０,０００,０００円 

譲渡年月 ２０２５年８月 
譲渡価額 土地および建物 ８３,０００,０００円 

譲渡費用（注２） ２,９００,０００円 

（注１）居住用建物（鉄筋コンクリート造）の法定耐用年数は４７年である。 

（注２）譲渡費用は譲渡年において現金で支払ったものである。 

 

［建物の取得費の計算方法］ 

① 建物の取得価額 ４０,０００,０００円 

② 建物の減価償却費相当額 ＊＊＊円 

③ 建物の取得費（＝①－②） ＊＊＊円 

 

［旧定額法の償却率］ 

年数 ４７年 ７０年 ７１年 

償却率 ０.０２２ ０.０１５ ０.０１４ 

 

［居住用財産の譲渡により増加する手取り金額の計算方法］ 

① 居住用財産の譲渡価額 ８３,０００,０００円 

② 譲渡費用 ２,９００,０００円 

③ 譲渡所得に係る所得税および住民税の合計 ＊＊＊円 

④ 居住用財産の譲渡による手取り金額（＝①－②－③） ＊＊＊円 

※問題作成の都合上、一部を「＊＊＊」で表示している。 
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１．７７,８９０,８００円 

２．７８,９６０,０００円 

３．７９,３０２,０００円 

４．７９,５０３,６００円 

 

（問題２２） 
 

（設問Ｂ）井川さんは、所有する居住用財産（土地および建物）を売却した。井川さんの所有していた

居住用財産の売却等に関する内容が以下のとおりである場合、井川さんの所得税の計算上、

２０２６年以後に繰り越される譲渡損失の金額として、正しいものはどれか。なお、所得税

の「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用を受けるための要

件はすべて満たしているものとする。 

 

○居住用財産の譲渡に係る内容 

・ 取得費            ５,５００万円 

・ 所有期間               １０年 

・ 譲渡契約前日の住宅ローン残高 ４,０００万円 

・ 譲渡契約日       ２０２５年６月３０日（譲渡契約日をもって譲渡した日とする） 

・ 譲渡価額           ３,２００万円 

・ 譲渡費用             １２０万円 

※買換資産は取得していない。 

 

○２０２５年中の所得等に係る内容 

・ 給与所得             ４６０万円 

・ 所得控除額            １９０万円 

 

１．  １５０万円 

２．  ３４０万円 

３．  ８００万円 

４．１,９６０万円 
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（問題２３） 
 

（設問Ｃ）飯田さんの母は、２０２３年１１月に死亡した。飯田さんは母が生前住んでいた居住用財産

（土地および建物）のすべてを相続（限定承認ではない）により取得した。飯田さんがこの

居住用財産を売却し、「被相続人の居住用財産（空き家）に係る譲渡所得の特例（３,０００

万円の特別控除の特例)｣(以下「本特例」という）の適用を受ける場合の要件に関する次の

記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、適用を受けるための他

の要件はすべて満たしているものとする。 

 

１．相続の開始があった日から３年を経過する日の属する年の１２月３１日までに居住用財産を

売却する場合、本特例の適用を受けることができる。 

２．相続開始の直前において、居住用財産に母が一人で暮らしていた場合、本特例の適用を受け

ることができる。 

３．居住用財産を売却する場合、相続時から売却時までに、事業の用、貸付けの用、居住の用い

ずれの用途にも使われていないときは、本特例の適用を受けることができる。 

４．居住用財産が１９８１年５月３１日以前に建築された建物であっても、区分所有建物である

分譲マンションの場合、本特例の適用を受けることができる。 
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問８ 

 所得税の所得控除に関する以下の設問Ａ～Ｃについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んで

ください。 

 

（問題２４） 
 

（設問Ａ）以下の表の４人のうち、２０２５年分の所得税の計算上、ひとり親控除の適用対象になる者

は誰か。なお、いずれの者も生計を一にする子がおり、再婚はしていない。また、事実上婚

姻関係と同様の事情にあると認められる者もいない。 

 

名前 杉野さん 広尾さん 浜松さん 住吉さん 

性別 女性 女性 男性 女性 

年齢 ４８歳 ４５歳 ５５歳 ５４歳 

ひとり親の理由 未婚 死別 離婚 離婚 

本人の合計所得金額 ４５０万円 ５１０万円 ５２０万円 ４８０万円 

生計を一にする子の 

総所得金額等 
 ６０万円  ４８万円  ３０万円  ４８万円 

・ 生計を一にする子は、他の人の同一生計配偶者または扶養親族とはされていない。 

・ 上記内容は２０２５年１２月末時点の現況である。 

 

１．杉野さん 

２．広尾さん 

３．浜松さん 

４．住吉さん 

 

（問題２５） 
 

（設問Ｂ）雑損控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．雑損控除は、別荘などの、主に趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する資産の災害に

よる損失についても適用を受けることができる。 

２．雑損控除は、詐欺による損害について適用を受けることができる。 

３．雑損控除において、その年の所得金額から控除しきれない雑損失の金額がある場合には、翌

年以後７年間繰り越して控除することができる。 

４．雑損控除、社会保険料控除と障害者控除があった場合の所得控除を行う順序は、まず雑損控

除から行う。 
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（問題２６） 
 

（設問Ｃ）給与所得者の桑原さんが２０２５年中に支払った医療費等が以下のとおりである場合、桑原さ

んの２０２５年分の所得税の計算上、確定申告により控除できる医療費控除の金額として、

正しいものはどれか。なお、桑原さんの給与所得の金額は６００万円で、給与所得以外の所

得はないものとする。また、解答に当たっては、２０２５年分の医療費控除の金額が最も多

くなるように計算するものとする。 

 

治療等を

受けた者 
内容 

２０２５年中に

おける支払金額 
備考 

桑原さん 

外科の治療費 １００,０００円 

病院に支払った治療費であり、加入している

医療保険から通院給付金３０,０００円を受

け取った。 

薬局で購入した薬代 ６５,０００円 

左記のうち、６０,０００円は特定一般用医

薬品（スイッチＯＴＣ医薬品）に該当するも

のである。 

妻 内科の治療費 ９,０００円 

左記には、インフルエンザの予防接種代

３,０００円が含まれている。このほか、受

診のため病院まで利用した公共交通機関の交

通費４,０００円を支払った。 

長男 薬局で購入した薬代 １３,０００円 
左記の全額は特定一般用医薬品（スイッチ

ＯＴＣ医薬品）に該当するものである。 

・ 妻は桑原さんと同居し、生計を一にしている。 

・ 長男は大学の通学のため他県に居住しているが、桑原さんと生計を一にしている。 

・ 桑原さんは、２０２５年中に健康の保持増進および疾病の予防として、一定の取組みを行っており、

セルフメディケーション税制の適用要件を満たしている。 

 

１．５８,０００円 

２．６１,０００円 

３．７３,０００円 

４．８８,０００円 
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問９ 

 所得税の損益通算に関する以下の設問Ａ～Ｃについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んで

ください。 

 

（問題２７） 
 

（設問Ａ）大垣さんの２０２５年分の各種所得の金額等が以下のとおりである場合、大垣さんの２０２５

年分の所得税の計算上、課税総所得金額として、正しいものはどれか。 

 

所得区分 金額 備考 

給与所得 ２７０万円 － 

事業所得 ▲２５０万円 － 

不動産所得 ▲８０万円 
アパートの貸付けによるもので、土地を取得するため

に要した負債利子はない。 

譲渡所得 ▲５０万円 別荘の売却による譲渡損失である。 

一時所得 ３９０万円 生命保険契約の解約による金額である。 

雑所得 ▲２０万円 臨時的な原稿の執筆による金額である。 

・ 所得控除額は１００万円である。 

 

１．３５万円 

２．４０万円 

３．５５万円 

４．６５万円 
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（問題２８） 
 

（設問Ｂ）宇野さんは、銀行借入れにより賃貸用マンションを購入した。宇野さんの２０２５年分の所

得等が以下のとおりであった場合、宇野さんの２０２５年分の所得税の計算上、総所得金額

として、正しいものはどれか。なお、解答に当たっては、所得税額が最も少なくなる方法を

選択するものとする。 

 

○給与所得：８５０万円 

○不動産所得 

・ 賃貸収入：２４０万円 

・ 必要経費 

支払利息：１００万円（マンション取得に要した借入金利子） 

その他経費：２５０万円（必要経費として適正額） 

○不動産購入時の内容 

取得価額 購入資金 

土地 ２,５００万円 自己資金 １,０００万円 

建物 ３,５００万円 銀行借入金 ５,０００万円 

合計 ６,０００万円 合計 ６,０００万円 

・ 土地と建物は、一の契約により、同一の者から取得した。 

・ 銀行借入金の金額は、土地と建物ごとに区分されていない。 

 

１．７４０万円 

２．７７０万円 

３．７９０万円 

４．８４０万円 
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（問題２９） 
 

（設問Ｃ）青山さんの２０２５年における所得の金額等が以下のとおりである場合、青山さんの２０２５

年分の所得税の計算上、総所得金額に算入すべき金額として、正しいものはどれか。 

 

所得区分 金額等 備考 

事業所得 
売上高 １,４６５万円 － 

必要経費 １,２４０万円 － 

不動産所得 
収入金額   ８１０万円 － 

必要経費   ９７０万円 土地負債利子３０万円が含まれている。 

譲渡所得 
収入金額   ２４０万円 

営業用車両の売却による金額である。 
取得費等   ３００万円 

一時所得 

収入金額 １,８５０万円 生命保険契約の解約による返戻金額である。 

収入を得るため 

に支出した金額 
１,５７０万円 既払込保険料である。 

・ 青山さんは申告期限内に適正に申告しており、６５万円の青色申告特別控除額の適用要件を満たし

ている。 

・ 青山さんの不動産の貸付けは、事業的規模に該当しない。 

 

１．１１５万円 

２．１４０万円 

３．１４５万円 

４．１８０万円 
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問１０ 

 所得税における純損失の繰越控除に関する以下の設問Ａについて、答えを１～４の中から１つ選んで

ください。 

 

（問題３０） 
 

（設問Ａ）塩谷さんは２０２５年４月に勤務先を退職し、２０２５年５月から個人で飲食店を開業した。

２０２５年から２０２９年までの所得等が以下のとおりである場合、塩谷さんの２０２９年

分の所得税の計算上、課税総所得金額として、正しいものはどれか。なお、塩谷さんは開業

時から青色申告書（損失申告書を含む）を申告期限内に提出しており、純損失の繰越控除の

適用があるものとする。また、純損失の繰戻還付の適用は受けないものとする。 

 

年 各種所得の金額 所得控除額 

２０２５年 
給与所得      １００万円 

事業所得     ▲４５０万円 
１００万円 

２０２６年 事業所得     ▲１５０万円 ９０万円 

２０２７年 事業所得      １００万円 ８０万円 

２０２８年 
事業所得      １５０万円 

遊休土地の譲渡所得 ３００万円 
１００万円 

２０２９年 
事業所得      ３５０万円 

一時所得      ▲５０万円 
７０万円 

・ 事業所得の損失の金額には、被災事業用資産の損失の金額はない。 

 

１． ３０万円 

２． ８０万円 

３．１３０万円 

４．２８０万円 
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問１１ 

 所得税の計算に関する以下の設問Ａ、Ｂについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでくだ

さい。 

 

＜所得税の速算表＞ 

課税される所得金額 税率 控除額 

１,０００円 から １,９４９,０００円 まで  ５％ ０円 

１,９５０,０００円 から ３,２９９,０００円 まで １０％ ９７,５００円 

３,３００,０００円 から ６,９４９,０００円 まで ２０％ ４２７,５００円 

６,９５０,０００円 から ８,９９９,０００円 まで ２３％ ６３６,０００円 

９,０００,０００円 から １７,９９９,０００円 まで ３３％ １,５３６,０００円 

１８,０００,０００円 から ３９,９９９,０００円 まで ４０％ ２,７９６,０００円 

４０,０００,０００円 以上 ４５％ ４,７９６,０００円 

（注）課税される所得金額の１,０００円未満の端数は切捨て 

 

（問題３１） 
 

（設問Ａ）細井さんの２０２５年における所得の金額等が以下のとおりである場合、細井さんの２０２５

年分の所得税額として、正しいものはどれか。 

 

所得区分 金額 備考 

給与所得 所得金額 １１５万円 － 

退職所得 収入金額 ５４０万円 勤続年数は１２年である。 

事業所得 
収入金額 ９００万円 

家具店の事業に係るものである。 
必要経費 ３００万円 

不動産所得 
収入金額 ３００万円 事業的規模ではなく、必要経費には土地負債利子は含

まれていない。 必要経費 ４４０万円 

・ 細井さんの所得控除の金額は１１０万円である。 

・ 細井さんは、６５万円の青色申告特別控除額の適用要件を満たしている。 

・ 障害者になったことを基因とする退職ではない。 

・ ｢退職所得の受給に関する申告書」は適正に提出されているものとする。 

・ 過去に退職金の支給を受けたことはなく、特定役員退職手当等に該当するものは含まれていない。 

 

１．３８７,５００円 

２．４０２,５００円 

３．４３２,５００円 

４．４９２,５００円 
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（問題３２） 
 

（設問Ｂ）個人事業者の木内さん（非永住者以外の居住者）の２０２５年中の収入等が以下のとおりで

あった場合、木内さんの２０２５年分の所得税額（確定申告における年税額）として、正し

いものはどれか。 

 

〇事業所得 

・ 収入金額  ８００万円 

・ 必要経費  ３３５万円 

※木内さんは青色申告者であり、６５万円の青色申告特別控除額の適用要件を満たしている。 

 

〇外貨預金に係る損益（為替予約は行っていない） 

銀行名 預金利息（税引前） 為替差損益 

ＲＡ銀行  ３万円 為替差損 １７万円 

ＲＢ銀行 １０万円 為替差益  ８万円 

※これらの外貨預金の受取利息はいずれも国内において源泉徴収されており、かつ外国所得税が

課されるものではない。 

 

〇所得控除額 １９０万円 

 

１．１０３,５００円 

２．１１２,５００円 

３．１１６,５００円 

４．１２５,５００円 
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問１２ 

 所得税の住宅借入金等特別控除（以下「住宅ローン控除」という）に関する以下の設問Ａについて、

答えを１～４の中から１つ選んでください。なお、解答に当たっては、２０２５年分の所得税額が最も

少なくなる方法を選択するものとします。 

 

＜住宅ローン控除借入限度額＞（２０２５年に住宅を新築等して入居した場合） 

区分 借入限度額 

認定住宅等 

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 
       ４,５００万円 

特例対象個人：５,０００万円 

ＺＥＨ水準省エネ住宅 
       ３,５００万円 

特例対象個人：４,５００万円 

省エネ基準適合住宅 
       ３,０００万円 

特例対象個人：４,０００万円 
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（問題３３） 
 

（設問Ａ）会社員の工藤さん（４１歳）には妻（３５歳）がおり、２０２５年６月に新築の自宅を取得

して、同年７月に居住を開始した。工藤さんが取得した不動産の概要等が以下のとおりであ

る場合、工藤さんの２０２５年分の所得税の計算上、確定申告により適用を受けることがで

きる住宅ローン控除の金額として、正しいものはどれか。 

 

＜取得した不動産の概要＞ 

○土地 

・ 面積：２００ｍ2 

・ 取得価額：６,５００万円 

○建物 

・ 鉄骨造２階建（認定長期優良住宅） 

・ 床面積：９０ｍ2（すべて居住用である） 

・ 取得価額：３,０００万円 

※持分はすべて工藤さんであり、工藤さんの名義で登記している。 

 

［取得資金等］ 

調達先等 金額 
２０２５年の 

年末借入金残高 
返済期間 金利 債務者 備考 

自己資金 ３,９００万円 － － － － － 

金融機関 ５,０００万円 ４,９２０万円 ２５年 １.２％ 工藤さん － 

工藤さんの父   ６００万円   ５７０万円 １０年 ２.０％ 工藤さん （注） 

合計 ９,５００万円 ５,４９０万円 － － － － 

（注）公正証書による金銭消費貸借契約を交わしており、契約どおりに返済されている。 

 

［２０２５年分の所得等］ 

・ 給与所得 ８００万円（年末調整による所得税額 ７０７,２００円） 

 

［その他］ 

・ 住宅ローン控除の適用を受けるための要件はすべて満たしているものとする。 

 

１．３１５,０００円 

２．３４４,４００円 

３．３５０,０００円 

４．３８４,３００円 
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問１３ 

 所得税の申告に関する以下の設問Ａについて、答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

（問題３４） 
 

（設問Ａ）青色申告を行う井上さんは、所得税の確定申告を申告期限後に行った。期限後に申告した場

合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、税務署長がやむを得ない事情

があると認めるとき等、特に記載のない事項については考慮しないものとする。 

 

１．青色事業専従者給与について、その年分の必要経費に算入することができない。 

２．青色申告特別控除の適用を受けることができない。 

３．純損失の繰越控除の適用を受けることができない。 

４．この申告に係る所得税の納付について延納や振替納税の適用を受けることができない。 
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問１４ 

 消費税に関する以下の設問Ａについて、答えを１～４の中から１つ選んでください。なお、解答に当

たっては、課税期間の納付税額が最も少なくなる方法を選択するものとします。 

 

（問題３５） 
 

（設問Ａ）株式会社ＴＹの第２０期（以下「当期」という）の損益等の状況は以下のとおりである。当

期の基準期間における課税売上高が４５,０００千円である場合、ＴＹ社の当期の消費税の

年税額として、最も適切なものはどれか。なお、本設問における「消費税」とは、国税であ

る消費税７.８％および地方消費税２.２％のことをいい、経過措置および軽減税率に該当す

る取引はないものとする。 

 

＜損益等の状況 第２０期（２０２４年４月１日から２０２５年３月３１日)＞ 

項目 金額（税込み） 備考 

収益 売上高 ４４,０００千円 

全額、課税対象取引の売上高に該当する。 

（内訳） 

・ 第２種事業に該当する金額 ３９,６００千円 

・ 第５種事業に該当する金額  ４,４００千円 

費用 

仕入高 ２９,７００千円 全額、課税仕入れに該当する。 

給料手当  ９,８００千円 － 

減価償却費  １,１００千円 － 

接待交際費    ４２９千円 このうち、９９千円は非課税仕入れに該当する。 

その他経費  １,４８５千円 全額、課税仕入れに該当する。 

費用合計 ４２,５１４千円 － 

・ このほかに、取得価額３８５千円（税込み）の器具備品（固定資産）を購入している。 

・ ＴＹ社（１年決算法人）の消費税の課税期間は１年であり、設立以来、継続して課税事業者である。

また、当期および翌期の課税期間においても課税事業者に該当する。 

・ ＴＹ社は課税事業者に該当することとなったときから「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出し

ており、その後「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出したことはなく、継続して消費税

簡易課税制度を選択することができる事業者に該当する。 

・ ＴＹ社は２０２３年１０月１日より適格請求書発行事業者の登録を受けている。 

・ ＴＹ社の取引先はすべて、２０２３年１０月１日より適格請求書発行事業者の登録を受けている。 

・ ＴＹ社は消費税の計算に関して適切な記帳および書類の保存を行っている。 

・ 課税売上割合について著しい変動はないものとする。 

・ 記載されたもの以外に、課税売上および課税仕入れに該当する取引はない。 

 

１．  ８００,０００円 

２．  ９２０,０００円 

３．１,１００,０００円 

４．２,０００,０００円 
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問１５ 

 個人事業税に関する以下の設問Ａについて、答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

（問題３６） 
 

（設問Ａ）谷口さんは、２０２５年に個人で美容院を開業した。谷口さんは、そのほかに相続した不動

産の貸付けによる収入もある。谷口さんの２０２５年分の所得等が以下のとおりであった場

合、これに係る納付すべき個人事業税の金額として、正しいものはどれか。なお、売上（収

入）金額は全額事業税の課税対象となるものである。また、年の中途での廃業はなく、１年

を通して事業は行われているものとする。 

 

・ 不動産所得の金額 ▲５０万円（土地の取得に要した負債利子はない） 

・ 事業所得の金額  ５４０万円（青色申告特別控除額を控除する前の金額である） 

・ 所得控除額    １００万円 

 

※２０２４年に純損失▲６０万円が発生しているが、適正に繰り越されている。 

※６５万円の青色申告特別控除額の適用要件を満たしている。 

※不動産所得を生じる事業は第１種事業に該当し、事業所得を生じる事業は第３種事業に該当する。 

 

１． ２０,０００円 

２． ３７,５００円 

３． ７０,０００円 

４．１００,０００円 
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タックスプランニング 2025年度第2回 

36 ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会 無断複製転載禁止 タックスプランニング 

問１６ 

 株式会社ＱＦは、通信機械器具に関連した製造業を営んでいる期末資本金の額が１,０００万円の法

人であり、期中における増減資はなく、株主がすべて個人で、常時使用する従業員の数が１００人未満

の１年決算法人です。法人税に関する以下の設問Ａ～Ｆについて、それぞれの答えを１～４の中から１

つ選んでください。なお、ＱＦ社は、設立以来継続して青色申告による確定申告書を期限内に提出して

おり、適用除外事業者以外の中小企業者等に該当します。また、解答に当たっては、当期の課税所得の

金額が最も少なくなるように計算するものとし、消費税については考慮する必要はありません。 

 

＜資料＞ 
 

当期（２０２４年１０月１日～２０２５年９月３０日）のＱＦ社の決算に関し、注意すべき事項は

以下のとおりである。 

 

［租税公課に関する事項］ 

当期において損金経理により、損益計算書上の租税公課勘定に計上された金額の内訳は以下のと

おりである。 

法人税（当期中間分の本税） ６,６９２千円 

地方法人税（当期中間分の本税） ６８９千円 

法人住民税（当期中間分の本税） ５６９千円 

法人事業税（当期中間分の本税） ２,５５０千円 

特別法人事業税（当期中間分の本税） ８８３千円 

固定資産税 １２３千円 

利子税（前期分確定法人税の納期延長に係るもの） ３０千円 

延滞税（当期分中間法人税の納付遅延に係るもの） ７０千円 

延滞金（社会保険料の納付遅延に係るもの） ５０千円 

 

［接待交際費に関する事項］ 

当期において損金経理により、損益計算書上の接待交際費勘定に計上された金額の内訳は以下の

とおりである。 

・ 得意先役員を旅行に招待した費用 ８３０千円 

（交通費、宿泊費等の７５０千円と旅行時のゴルフのプレー代８０千円の合計である。なお、

ゴルフの参加人数は１０名であり、業務の遂行上必要なものであると認められる） 

・ 営業部長に対して毎月定額で支出した渡切交際費（実質的な給与と認められる） ２４０千円 

・ 常務取締役に対して臨時的に支出した渡切交際費（実質的な給与と認められる） ５００千円 

・ 当社得意先、仕入先へのお中元・お歳暮の贈答費用 １,６４５千円 

・ 得意先との打合せ後に行われた懇親会で支出した飲食費の額 １２０千円 

（参加人数は２０名である） 

・ その他税務上交際費等の額と認められる金額 ６,４５８千円 

（接待飲食費に該当するものは含まれていない） 

※飲食に要した費用に係る必要書類は適正に保存されている。 
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［旅費交通費に関する事項］ 

海外出張の旅費として１,７００千円（代表取締役分１,０００千円と同伴者である代表取締役の

妻の分７００千円の合計）を支払い、これを旅費交通費として当期の費用に計上している。妻は

ＱＦ社の業務に従事しておらず、業務遂行上の必要性は認められない。また、代表取締役の旅費

のうち通常必要と認められる金額は６００千円である。 

 

［寄附金に関する事項］ 

当期に支出した３００千円は、学術研究の経費のために国立大学に寄附したものである。 

 

［減価償却費に関する事項］ 

種類 取得価額 当期償却費 
期末 

帳簿価額 

法定 

耐用年数 
事業供用日 備考 

冷暖房設備 

（器具備品） 
３００千円 ３００千円 ０円 ６年 

２０２５年 

６月２４日 

（注１） 

（注２） 

電子計算機 

（器具備品） 
３,０６０千円 ３,０６０千円 ０円 ４年 

２０２５年 

７月１４日 

（注１） 

（注３） 

（注１）自社使用の目的で取得した新品であり、貸付けの用に供されているものはない。 

（注２）当期６月２４日に単価３００千円のものを取得し、直ちに事業の用に供したものである。 

（注３）当期７月１４日に単価１８０千円のものを１７台取得し、直ちに事業の用に供したもので

ある。 

 

［償却率等］ 

耐用年数 定額法 定率法 改定償却率 保証率 

４年 ０.２５０ ０.５００ １.０００ ０.１２４９９ 

６年 ０.１６７ ０.３３３ ０.３３４ ０.０９９１１ 

 

［貸倒損失に関する事項］ 

取引先名 貸倒損失の金額 備考 

ＱＧ社 ９００千円 

ＱＧ社に対し貸付金７００千円および前渡金２００千円を有

しているが、同社の資産状況および支払い能力からみて全額

が回収不能と認められるため、全額を貸倒損失として損金経

理した。なお、同社から担保物の提供は受けていない。 

ＱＨ社 ６００千円 

ＱＨ社に対し貸付金６００千円を有しているが、当期中に

ＱＨ社が民事再生法による再生手続開始の申立てを行ったた

め、全額を貸倒損失として損金経理した。なお、当期末にお

いて再生計画は認可決定されていない。 

ＱＩ社 ８００千円 

継続的な取引先であるＱＩ社に対し貸付金８００千円を有し

ているが、最後の弁済を受けてから１年以上が経過したた

め、全額を貸倒損失として損金経理した。なお、同社から担

保物の提供は受けていない。 
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（問題３７） 
 

（設問Ａ）当期の法人税額の計算上、租税公課に係る損金不算入とすべき金額として、正しいものはど

れか。 

 

１．８,１００千円 

２．８,０７０千円 

３．８,０５０千円 

４．８,０２０千円 

 

（問題３８） 
 

（設問Ｂ）当期の法人税額の計算上、交際費等に係る損金不算入とすべき金額として、正しいものはど

れか。 

 

１．１,１７３千円 

２．１,０５３千円 

３．  ９３３千円 

４．  ８５３千円 

 

（問題３９） 
 

（設問Ｃ）当期の法人税額の計算上、役員に対する給与（報酬・賞与）のうち、損金不算入とすべき金

額として、正しいものはどれか。 

 

１．１,９００千円 

２．１,８４０千円 

３．１,６００千円 

４．１,０００千円 

 

（問題４０） 
 

（設問Ｄ）当期の法人税額の計算上、減価償却費に計上した金額のうち、損金不算入とすべき金額とし

て、正しいものはどれか。なお、ＱＦ社は減価償却方法についての届出は行っていないもの

とし、特別償却は考慮しないものとする。 

 

１．４２４,２００円 

２．３８６,７００円 

３．３３６,７５０円 

４．２４０,０００円 
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（問題４１） 
 

（設問Ｅ）当期の法人税額の計算上、貸倒損失のうち、損金不算入とすべき金額として、正しいものは

どれか。 

 

１．２,３００千円 

２．１,６００千円 

３．１,４００千円 

４．  ８００千円 

 

（問題４２） 
 

（設問Ｆ）ＱＦ社の同業他社である株式会社ＱＪ（資本金１,０００万円）の課税所得の推移が以下の

とおりである場合、当期の第１３期において控除できる繰越欠損金額として、正しいものは

どれか。なお、ＱＪ社は株主がすべて個人の１年決算法人であり、会社設立以来、連続して

法人税の確定申告について申告区分に記載した申告書を期限内に提出しており、欠損金の繰

戻還付の適用は受けていないものとする。 

 

決算期 事業年度 申告区分 繰越控除前の課税所得金額 

第１期 ２０１２年９月１日～２０１３年８月３１日 青色 ▲２,５００千円 

第２期 ２０１３年９月１日～２０１４年８月３１日 青色 ▲４１０千円 

第３期 ２０１４年９月１日～２０１５年８月３１日 青色 ▲３５０千円 

第４期 ２０１５年９月１日～２０１６年８月３１日 青色 １０千円 

第５期 ２０１６年９月１日～２０１７年８月３１日 青色 ▲１,０７０千円 

第６期 ２０１７年９月１日～２０１８年８月３１日 青色 １２０千円 

第７期 ２０１８年９月１日～２０１９年８月３１日 青色 ６９０千円 

第８期 ２０１９年９月１日～２０２０年８月３１日 青色 ８１０千円 

第９期 ２０２０年９月１日～２０２１年８月３１日 青色 ３７０千円 

第１０期 ２０２１年９月１日～２０２２年８月３１日 青色 １９０千円 

第１１期 ２０２２年９月１日～２０２３年８月３１日 青色 ４７０千円 

第１２期 ２０２３年９月１日～２０２４年８月３１日 青色 ３４０千円 

第１３期 ２０２４年９月１日～２０２５年８月３１日 青色 １,５２０千円 

・ 災害損失金の繰越控除の適用を受ける損失金は、設立以来の各事業年度において発生していない。 

 

１．１,４２０千円 

２．１,３３０千円 

３．１,０２０千円 

４．  ６１０千円 
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問１７ 

 これまで個人で理髪店を営んできた野村さんは、事業拡大を機に株式会社への法人成りを考えるよう

になりました。以下の設問Ａ～Ｃについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

（問題４３） 
 

（設問Ａ）野村さんは、株式会社への法人成りを検討するに当たり、会社法について調べてみた。会社

法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、累積投票については考慮し

ないものとする。 

 

１．剰余金の配当についての回数制限はなく、同一事業年度中に何回でも行うことができる。 

２．剰余金の配当に関する決議は、株主総会の決議事項であり、定款に別段の定めがない場合、

取締役会だけで剰余金の配当に関する決議を行うことはできない。 

３．取締役を選任する場合には、原則として、株主総会に議決権の過半数を有する株主が出席し、

出席株主の議決権の過半数の賛成が必要となる。 

４．取締役を解任する場合には、原則として、株主総会に議決権の過半数を有する株主が出席し、

出席株主の議決権の３分の２以上の賛成が必要となる。 
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（問題４４） 
 

（設問Ｂ）会社設立後のある事業年度（４月１日から翌年３月３１日までの１２ヵ月）において、代表

取締役に対して以下のとおり役員給与を支給した場合、法人税における課税所得の金額の計

算上、この役員給与のうち損金不算入とすべき金額として、正しいものはどれか。なお、こ

の役員給与は事前確定届出給与および業績連動給与には該当せず、不相当に高額な部分の金

額はないものとする。 

 

支給日 金額 備考 支給日 金額 備考 

４月２５日 ８０万円  １０月２５日 ８０万円  

５月２５日 ８０万円  １１月２５日 ３０万円 （注２） 

６月２５日 ８０万円 （注１） １２月２５日 ３０万円  

７月２５日 ８０万円   １月２５日 ３０万円  

８月２５日 ８０万円   ２月２５日 ３０万円  

９月２５日 ８０万円   ３月２５日 ３０万円  

（注１）５月２６日開催の定時株主総会において、６月以降に支給する給与についてこれまでと同額の

給与を支給する決議を行った。 

（注２）会社の業績が予想以上に悪化したため、１０月２６日に臨時株主総会を開催し、１１月からの

給与を月額８０万円から３０万円に減額する決議を行った。なお、この業績の悪化は、業績悪

化改定事由に該当するものと認められる。 

 

１．７１０万円 

２．５６０万円 

３．１５０万円 

４．   ０円 
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（問題４５） 
 

（設問Ｃ）法人がある事業年度において、代表取締役に対して役員給与を支払っているほか、社宅を提

供して家賃を徴収している場合、その内容が以下のとおりであったとき、代表取締役の給与

の収入金額と、その法人の課税所得の金額の計算上、損金不算入となる金額の組み合わせと

して、正しいものはどれか。なお、役員給与については、不相当に高額な部分の金額はない

ものとする。 

 

＜役員給与の内容＞ 

・ 毎月の給与の合計額：７８０万円（すべて定期同額給与に該当する） 

・ 賞与：８０万円（事前確定届出給与および業績連動給与には該当しない） 

※金額はいずれも年間の合計額である。 

 

＜社宅家賃の内容＞ 

・ 役員給与から天引きした社宅の家賃：８４万円（月額７万円×１２ヵ月分） 

なお、当該社宅に係る通常の賃貸料相当額は月額１２万円である。 

 

１．給与の収入金額 １,００４万円  損金不算入額 １４０万円 

２．給与の収入金額 １,００４万円  損金不算入額  ８０万円 

３．給与の収入金額   ９２０万円  損金不算入額 １４０万円 

４．給与の収入金額   ９２０万円  損金不算入額  ８０万円 
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問１８ 

 法人が契約した生命保険に関する以下の設問Ａについて、答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

（問題４６） 
 

（設問Ａ）株式会社ＰＹの代表取締役を務めていた唐沢さんは、２０２５年１月３１日にＰＹ社の代表

取締役を退任した。ＰＹ社が以下のような生命保険の解約返戻金の受領および退職金の支給

決議を行った場合に、ＰＹ社の当事業年度（２０２４年４月１日から２０２５年３月３１日

まで）の法人税における所得金額の変動に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

 

＜ＰＹ社の生命保険契約に係る内容＞ 

① ＰＹ社が受け取った唐沢さんを被保険者とする生命保険の解約返戻金 ５,０００万円 

② ＰＹ社の保険金受取時の貸借対照表上の保険積立金 ３,０００万円 

※すべて①の生命保険に該当するもので、税務上適正額である。 

 

＜退職金に係る内容＞ 

○ＰＹ社より唐沢さんに支給された退職一時金 ５,０００万円 

・ 唐沢さんの退職金は税務上適正額と認められる。 

・ ２０２５年２月に臨時株主総会を開催して退職金の額が適法に決定され、２０２５年３月

に支給された。 

・ 唐沢さんは、代表取締役の退任後、会社の経営には携わっておらず役員報酬も受け取って

いない。 

 

１．所得金額は３,０００万円減少する。 

２．所得金額は２,０００万円減少する。 

３．所得金額は変わらない。 

４．所得金額は２,０００万円増加する。 
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問１９ 

 役員と法人の取引に関する以下の設問Ａ、Ｂについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んで

ください。 

 

（問題４７） 
 

（設問Ａ）株式会社ＧＨの代表取締役である永井さんは、２０２５年９月に個人所有のＡ土地およびＢ

土地を一つの契約でＧＨ社に譲渡した。この譲渡等に関する内容が以下のとおりである場合、

永井さんの２０２５年分の所得税の計算上、これらの土地に係る譲渡所得の計算において総

収入金額に算入すべき金額として、正しいものはどれか。 

 

 Ａ土地 Ｂ土地 

取得年月 １９９２年７月 ２００６年２月 

取得価額 １,５００万円 ２,５００万円 

譲渡価額 １,６００万円 ３,２００万円 

譲渡時の時価 ２,８００万円 ６,６００万円 

 

１．４,８００万円 

２．６,０００万円 

３．８,２００万円 

４．９,４００万円 

 

（問題４８） 
 

（設問Ｂ）株式会社ＧＩの非常勤取締役である平尾さんは、役員給与として年６００万円の収入を得て

いるが、このほか２０２５年中に、ＧＩ社から帳簿価額５０万円の絵画を７０万円で譲り受

けた。この絵画の譲渡時における時価が２００万円であった場合、平尾さんの２０２５年分

の所得税の計算上、給与の収入金額として、正しいものはどれか。 

 

１．６２０万円 

２．７３０万円 

３．７５０万円 

４．８００万円 
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問２０ 

 文房具の販売業を営む株式会社ＧＮの財務諸表に基づき、以下の設問Ａ、Ｂについて、それぞれの答

えを１～４の中から１つ選んでください。なお、売上原価は変動費に、売上総利益は限界利益に、販売

費及び一般管理費は固定費に該当するものとします。 

 

＜貸借対照表＞ 

２０２６年３月３１日現在 

（単位：千円） 

流動資産 ７,５００ 流動負債 ２,５００ 

固定資産 ２,５００ 固定負債 １,５００ 

有形固定資産 １,５００ 純資産 ６,０００ 

無形固定資産 ７５０ 資本金 １,０００ 

投資その他の資産 ２５０ 利益剰余金 ５,０００ 

資産合計 １０,０００ 負債・純資産合計 １０,０００ 
 

 

＜損益計算書＞ 

自 ２０２５年４月 １日 

至 ２０２６年３月３１日 

（単位：千円） 

売上高 １００,０００ 

売上原価 ６０,０００ 

売上総利益 ４０,０００ 

販売費及び一般管理費 ３７,５００ 

営業利益 ２,５００ 
 

 

（問題４９） 
 

（設問Ａ）ＧＮ社の営業利益が０円となる売上高（損益分岐点売上高）として、正しいものはどれか。 

 

１．６２,５００千円 

２．９３,７５０千円 

３．９６,２５０千円 

４．９７,５００千円 
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（問題５０） 
 

（設問Ｂ）ＧＮ社の貸借対照表から読み取れる次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各

選択肢の数値は、表示単位の小数点以下第２位を四捨五入している。 

 

１．流動比率は短期的な支払い能力を示す指標であり、ＧＮ社の流動比率は３３.３％である。 

２．固定比率は固定資産を返済義務のない自己資本でどれだけ賄っているかを示す指標であり、

ＧＮ社の固定比率は４１.７％である。 

３．固定長期適合率は固定資産を固定負債と自己資本でどれだけ賄っているかを示す指標であり、

ＧＮ社の固定長期適合率は３３.３％である。 

４．自己資本比率は総資本に占める自己資本の割合を示す指標であり、ＧＮ社の自己資本比率は

６０.０％である。 

 




